
5 -1.施策全体の流れ (案)
繃動彰爛爾觴集落ネットワーク圏を担う人材の確保とつながりの幅築に

(1) (仮称) まちづくり協議会形成のプロセス
関する研究会作成聯目マニユの鰺考

　

STEP3

STEP2 ',取組開始 .活動の展開

　　　　　 　　
　　　　　　ノ ー意鴎の醸成 (騙員。住民) 細翻設立

･地域の魅力探し
･住民アンケート
･ワークショップ

･地元学講座、 勉強会、
説明会、 研修 ･セミナー
等 の開催

･検討を進めるための場、
体制の整備

･拠点づくり

･意見交換会など
･ビジョン、 プランの作成
･新しい組織の立ち上げ

※関連条例等の整備など

5 -1.施策全体の流れ (案)

(2) 施策推進のスケジュール (案)
.
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平成28年度 意識の醸成 (行政職員 ･地域住民)

平成29年度 意識の醸成と関係条例の整備

STEP 1
活動拠点、 支援体制 (人的支援、 財政支援) の整備職員 ･住民の
『地域担当職員制=の導入

-.意識の醸成 平成30年度 『総合支所の地区市民センター化、 地区市民センター ･

STEP 1
職員 ･住民の

,.意識の醸成

　
　
　
　

公民館の (仮称) コミュニティセンタ‐･化』

平成31年度 (仮称) まちづくり協議会設立準備委員会
STEP2 平成32年度 地域の魅力探し .計画づくり ･関係条例整備
地域の魅力探し 中也1或づくり一括交付金制度』 の創設
計画作成 .組織設立 平成33年度 市内全地区の (仮称) まちづくり協議会の設立

sTEP3
平成34年度 運営 .実行体制の見直し

取り組み開始 平成35年度 活動分野 ･範囲の拡大

活動の展開 平成36年度
地域内外への情報発信



露 5‐2.地区市民センター化、 機能転換に向けた取り組み

● 総合支所の地区市民センター化

地域コミュニティ課と総合支所主導によるプロジェクトの推進

● 地区市民センター ･公民館の機能転換

.-地域コミュニティ課と生涯学習課 (中央公民館) 主導によるプロジェクトの推進
.-
-

年月 H 29 . H 29 . H 2 9 . H 2 9 . H 29 . H 2 9 . H 29 . H 29 . H 29 . H 29 . H 2 9 . H 29 . H 30 . H 3 0 . H 30。
メ･" j‘ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 1 2 3

/ 議 , 鍔公
3月 6月 9月 12月 3月
諸公 麓介 護会 議会 議公

"･----‐′-‐′
'I

.--.
-
-

〆‐′‐
｣･1,.
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封隷 対鰍
菟.-鮫川胆 だの他 モの褓り馳匹

住民 -也↓〆 -也学 位R説明
l地枦 仕兄縦明 意見賞!箕′億尺説明/情報発信

自治会 迎合 麒兄亨機 連合 歳兄交換れ-･ 自治会 自治会

モの他 講演会 講演会

ぐ参考) 地域運営組織 (まちづくり協議会等) に関する資料
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国 ･県 ･市町の動き

　 　



(参考) 国 ･県 ･市町の動き

(1 ) 地域運営組織の形成に関する国の動き
(まち ･ひと ･しごと創生総合戦略 (2015改訂版) 【抜粋】 )

,
-

. 地域住民自らが主体となって地域課題の解決に向けた事業について、
.
‐‐ .

‐多機能型の取組を行うための組織 (地域運営組織) の形成が重要と位置づけ

Kp指標 (~ H32) :地域運営組織の形成数3,0 00団体

● 地域運営組織の形成に向けた取り組み促進
/先発事例の体系的整理 ･提供/先発事例の体系的整理 ･提供
ゾ取組体制の構築、事業着手までの支援
ゾ調査研究や環境整備等

●平成28年度地方財政対策の概要 (抜粋)
【平成28年度における措置 (市町村500億円) :交付税措置】

ノ地域運営組織の運営支援のための経費
ゾ高齢者等のくらしを守る経費

= (参考) 国 ･県 ･市町の動き

(2 ) 地域運営組織の活動実態 (平成27年9月総務省戦朝或運営組織調歪栓市区町村対象1590市区町村回答ょり)

地域自治組織がある市町村 地域自治組織がある市町村の割合
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● 活動範囲は主に小学校区

･ 全国で4 9 4 市 町 村、ー680組織

● 現在、 地域自治組織が存在しない市町村の8 8繁りが必要性を認識

● 主な活動内容は高齢者交流、声かけ ･見守り、 外出支援、 配食支援、 買い物支援など

● 主な収入源は市町村補助金、会費、利用料等



篤 (参考) 国 ･県 ･市町の動き

(3 ) 県内29市町の取り組み状況
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● 地域運営組織がある自治体 (7自治体)

伊勢市、 松阪市、 鈴鹿市、 熊野市、 名張市、 伊賀市、 亀山市

･ 地域運営組織の必要性を含め、何らかの取り組みを検討中の自治体 (4自治体)

,う幸市、 鳥羽市、 志摩市、 東員町

(県内13市のうち、本市を含めたm 市が取り組みもしくは検討を開始)
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.。. " - - 而曲 " - - 蕁･※地域コミユニテイ企画室 (桑名市) の取り組み (新しい地域コミュニティのあり方検討)

｢地域自治組織と地方自治体のあり方研究会｣ に参加 (H28.7月 ~ )

座長 :四日市大学学長 岩崎 恭典 氏

｢小規模多機能自治推進ネットワーク会議｣ 入会 (H 28 .7月 ~ )

代表 :島根県雲南市長、副代表 :三重県伊賀市長、名張市長、 兵庫県朝来市長


